
｛参考資料：模式図｝

・当社のコーポレート・ガバナンス体制
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・当社の適時開示体制 
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・代表者及び情報取扱責任者は、適宜、取締役会及び経営会議において審議、報告を行って

おります。 

・上記担当者は金融商品取引法、証券取引所が定める適時開示規則並びに関連法規に準拠 

した業務遂行はもとより、日常的に他社開示例を参照するなど、情報開示の充実に努めて

おります。 

・監査役及び会計監査人から、定期的な監査に加えて助言・指導を受けております。 

・社内規程において「内部情報及び内部者取引管理規則」を定めるとともに、厳格に遵守 

する旨記載した「大日本塗料役員、社員行動指針」を役員及び従業員に配布し、周知徹底

しております。 

代  表  者 

（社  長） 

情報取扱責任者 

（管理本部長） 

適時情報開示担当者 

（管理本部総務部長） 

有価証券報告書等担当者 

（管理本部財務部長） 


